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　栗沢町地区の一部には、合併以前から都市計画区域を設定していましたが、都市計画税は課税していま
せんでした。また、合併時の協議でも都市計画区域を見直すまでの当分の間、課税しないこととしていま
したが、昨年１０月に、その見直しが完了しました。
　市税条例では、都市計画区域内にある土地と家屋に、都市計画税を課税することとなっています。その
ため、現在都市計画税を課税している方との公平性を保つためにも、平成２２年度から課税することとしま
した。
　なお、新たに都市計画税を課税する土地や家屋をお持ちの方には、個別に通知します。
※栗沢町地区の都市計画区域は、市都市計画課または市のホームページでご覧ください。
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　都市計画で定めた道路や公園、上下水道などの都市計画施設の整備や、市街地開発地域事業などを行
う目的で課税しています。（使い方を特定している目的税）
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　毎年１月１日現在に、都市計画区域内にある土地と家屋です。なお、農業振興地域の農用地区域にあ
る農地（田、畑）や山林、原野は除きます。また、償却資産には課税しません。
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　固定資産税と同様に、土地や家屋の評価額が課税標準額となり
ます。また、土地の課税標準額の算定に当たっては、固定資産税
と同様に住宅用地の税負担を軽減するための特例措置などがあり
ます。
　なお、免税点未満であれば固定資産税と同様に、都市計画税も
課税しません。
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　固定資産税と合わせて納めます。
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����都市計画税は市税務課資産税係、都市計画区域は市都市計画課都市計画係
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栗沢町西本町、栗沢町本町、栗沢町北本町、栗沢町南本町、栗沢町東本町、
栗沢町幸穂町
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栗沢町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗沢町必成、栗沢町最上、栗沢町由良��������
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　市内に同一の方が所有する土
地や家屋ごとに、それぞれ合算
した固定資産税課税標準額が次
の額に満たない場合には、課税
しません。
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